
 琵琶湖疏水記念館電力供給 仕様書 

 

１ 概要 

⑴ 対象建物 

上下水道局 琵琶湖疏水記念館 

⑵ 需要場所 

京都市左京区南禅寺草川町１７番地 

⑶ 業種及び用途 

官公署（博物館）（ＡＳ） 

 

２ 仕様 

⑴ 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数受電方

式、設備容量 

ア 供給電気方式 交流三相３線式 

イ 供給電圧（標準電圧）  ６ｋⅤ 

ウ 計量電圧  ６ｋＶ 

エ 標準周波数  ６０Ｈｚ 

オ 受電方式  １回線受電 

カ 設備容量  ２００ｋＶＡ 

⑵ 契約電力、予定使用電力 

ア 契約電力 

契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、

算定される値が原則としてこれを超えないものとする。 

ただし、各月の契約電力は、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力

のうち、いずれか大きい値とする。 

イ 予定使用電力量 

月別の予定使用電力量は、４⑵のとおり 

⑶ 契約期間 

令和８年４月１日０時００分から令和９年３月３１日２４時００分まで 

⑷ 電力量等の検針 

ア 自動検針装置        有 

イ 電力会社の検針方法     計量器との通信による把握 

ウ 計量器           電力供給用複合計器（通信機能有り） 

エ 財産責任分界点       需要場所における構内引込第一柱の開閉器と電力

会社引込線との接続点 

オ 需給地点          財産責任分界点と同じ 



３ その他 

⑴ 力率は、契約期間中１００パーセントを保持する予定。 

⑵ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の

供給条件については、当該地域を管轄する一般送配電事業者の電気供給条件（特別高

圧・高圧）による。 

⑶ 電気料金に関する事項は契約書の定めるところによる。 

⑷ 燃料費調整単価及び市場価格調整単価について、令和７年１２月時点の電気供給条

件に準ずる約款で、契約期間は適用すること。 

⑸ 契約後、双方の合意が得られた場合に限り、当局に供給する電力として再生可能エ

ネルギー（水力発電）由来のものを指定し、契約変更を行うものとする。 

 

４ 契約電力、年間使用電力量実績及び予定 

⑴ 契約電力（予定）： ８０ｋＷ 

⑵ 年間使用量実績及び予定 

 

  過去使用電力量(kWh) 
令和８年度 

予定電力量(kWh) 

４月 

令

和

７

年

度 

 

９，８０３ １０，０００ 

５月 ４，５１３ ５，０００ 

６月 ４，８１９ ５，０００ 

７月 １１，０３６ １１，０００ 

８月 １９，６５６ ２０，０００ 

９月 ２２，９６１ ２３，０００ 

１０月 ２５，３８１ ２５，０００ 

１１月 

令

和

６

年

度 

７，８４７ ８，０００ 

１２月 ５，９６１ ６，０００ 

１月 １０，８９３ １１，０００ 

２月 １２，４９５ １２，０００ 

３月 １３，１０４ １３，０００ 

合計 １４８，４６９ １４９，０００ 


